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１．はじめに

　2020年は，COVID-19が世界を一変させた年として，確実に歴史に刻ま

れるだろう。見えないウイルスは，あっという間に世界中に拡がり，ボー

ダーレスな問題となった。その一方で，国境の管理が非常に厳しくなり，

各国政府の対応策が問われるなど，改めて国家という枠組みが意識される

機会にもなっている。さらに感染者が増加していくなかで，COVID-19は

国内においてさえ，みなに同じように経験されるわけではなく，マイノリ

ティにはより深刻な影響を与える傾向にあると，各方面から指摘されてき

ている。これに関連して，国連の先住民問題に関する常設フォーラムのア

ン・ヌオルガム（Anne Nuorgam）議長は，2020年４月に声明を発表し，先

住民を「我々のグローバル社会で最も脆弱な人びと」と位置付けたうえで，

国連加盟国に対して，COVID-19パンデミックにおいて「先住民に情報を

提供し，かれらを保護し，優先することを保証する」ように要請している

［UNウェブサイト］。確かに一般論として先住民は，経済的な貧困や医療サ

ービスへのアクセスの困難などから，COVID-19パンデミックに対して相

対的に脆弱であることは否めないと思われる。しかしその点ばかりが強調

されると，先住民はこの非常事態において，社会や文化の固有性に基づき

主流社会とは異なる対応をする／ができる存在であるということは，看過
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されがちだ。

　本稿はこのような問題意識から，ニュージーランドの先住民マオリ

（Māori）がCOVID-19パンデミックとそれへの政府による対策に直面する

なかで，どのような対応をしたのかについて，筆者が目についたところに

限られるが，覚書として時系列的に粗描するものである。特に政府が2020

年３月末に「国家非常事態（State of National Emergency）」を宣言し，全

国がロックダウンの状況にあった時点を中心に，感染者数が落ち着くまで

の数か月に焦点を当てる。なお，筆者は2020年はニュージーランドに渡航

できないどころか，ほぼ東京にて在宅勤務していたこともあって，本稿で

利用した情報の大半は，インターネット上のマスメディアによるニュース

記事やSNSでの発信内容から得ている。その点で，先住民によるパンデミ

ックの経験を，パソコン前でどれだけ具体的に再構成できるか，という小

さな挑戦の結果にもなっている。

　以下，まず第２章では，ニュージーランドにおけるCOVID-19パンデミ

ックへの対策の特徴をまとめ，加えてマオリ専門家による感染症対策のネ

ットワークが結成されたことを指摘する。第３章では，政府の対策におい

て，伝統に基づいて行われるマオリ固有の葬儀タンギハンガ（tangihanga）

が規制されたことへの，マオリの対応を描く。第４章では，政府の対策に

平行して，マオリの部族集団による検問所の設置とラーフイ（rāhui「一時

閉鎖」）の設定という動向を捉え，主体的な領域管理の様子を明らかにす

る。第５章では，以上のようなマオリの対応について，若干の考察を加え，

災害時における先住民のレジリエンスを指摘する。

　なお，ニュージーランドは2018年時点で約470万人の人口を有し，その

内，ヨーロッパ系住民は70%，マオリは17%，アジア系住民は15%，太平

洋島嶼系住民は８％を占めている［Statistics NZウェブサイト］。マオリは

分節的な部族社会構造を有し，部族集団は，規模の小さいものから順に，

ファーナウ（whānau 拡大家族），ハプー（hapū 準部族），イウィ（iwi 部

族），ワカ（waka 船団氏族）に分類される。1980年代以降，部族集団とり
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わけイウィは，国家を相手に植民地主義的な収奪について訴え，和解条件

をめぐって交渉するなかで，文化のみならず政治や経済の主体としても，

その存在感を増しているような状況にある。

２．国家における対策

２-１　排除方針に基づく「警戒レベル」の導入と実施

　2019年12月に中国がCOVID-19の発生を認め，2020年１月にWHOがこの

感染症について，グローバル社会に対して注意喚起を開始した。ニュージ

ーランド政府の対応は早く，２月２日に中国本土からの／を経由した外国

人の入国制限を開始した。しかしながら２月28日に，国内で初感染者が報

告された。ジャシンダ・アーダーン（Jacinda Ardern）首相は３月14日に，

「強く，早く，対応する（Go hard, go early）」という態度を明らかにし，太

平洋島嶼を除く海外からの入国者に対しては，２週間の自己隔離を義務付

けた。３月19日に，市民権あるいは永住権の保有者を除いて，国境が閉鎖

された。とはいえ，感染者数は増加の傾向にあったため，政府は３月21日

に，「ニュージーランドがCOVID-19を排除するために一丸となる」ための

戦略として，『ニュージーランド　COVID-19　警戒レベル』という４段階

の対策システムを導入することを発表し，『警戒レベル』に応じて住民の社

会生活に規制が課されることが明らかにされた。そして同日に，「感染症を

制御できているが，コミュニティ内での感染リスクあり」という状況にあ

ることを意味する「レベル２－緊縮」を発令し，間を置かず３月23日には，

「感染症を制御できていないという高いリスクあり」を意味する「レベル３

－制限」を発令した。そしてついに３月25日は，最も警戒レベルが高い，

「感染症を制御できていないという高い可能性あり」を意味する「レベル４

－ロックダウン」を発令し，同日，2002年民間防衛緊急管理法（Civil Defense 

Emergency Management Act 2002）に基づいて「国家非常事態」を宣言し

COVID-19 パンデミックへのマオリの対応に関する覚書
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た［NZ governmentウェブサイト］。政府はこの頃から，同居単位である世

帯を「バブル（bubble）」と表現して，「自分のバブルに留まろう（Stick to 

your bubble）」あるいは「自分のバブルの中にいよう（Stay in your bubble）」

などと訴え，他の「バブル」のひととは接触を避けるように，繰り返し訴

えるようになった［stuffウェブサイト（24/３/2020）］。

　政府がCOVID-19を排除することを目的に掲げ，文字通り「強く，早く，

対応する」ための対策を打ち出し，住民に対してわかりやすく熱心に協力

を訴えたことが功を奏したとみえ，その後４月の半ばには，１日あたりの

感染者数が減少傾向になり，４月27日には「レベル３」に移行した。そし

て５月13日には「レベル２」になり，同日には「国家非常事態」が解除さ

れ，代わって2020年COVID-19公衆衛生対応法（COVID-19 Public Health 

Response Act 2020）が制定された。６月８日にはさらに「レベル１」に移

行した。８月，９月に最大都市を抱えるオークランド地方で感染者が再び

増加し，全国あるいはこの地方の『警戒レベル』が上がったこともあった

が，10月７日は全国が「レベル１」となり，その後本稿執筆時の2020年12

月31日に至るまでその状態が続いている［NZ government COVID-19ウェ

ブサイトa］。

２-２　マオリ専門家による感染症対策のネットワークの結成

　COVID-19パンデミックに直面するなかで，マオリは早い段階からマオ

リ人口に対する感染リスクに対して，強い懸念を示していた。というのも，

歴史を振り返ると，19世紀初頭にヨーロッパ人が来島するようになって以

降，かれらを通じて，麻疹，インフルエンザ，天然痘などの感染症が流行

し，マオリ社会に対してより深刻な影響を及ぼしてきたからである。特に

1918年にパンデミックとなった，いわゆるスペイン風邪と呼ばれるインフ

ルエンザに対して，マオリの致死率は非マオリの７倍以上だったと明らか

にされている［Te Araウェブサイト］。近年では，2009年の新型インフル

エンザの流行が記憶に新しく，この感染症に対しても，やはりマオリおよ
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び太平洋島嶼系住民が相対的に脆弱であることが指摘されつつある。

　従って早くも３月20日の段階で，国立イウィ代表者会議（National Iwi 

Chairs Forum）の発案により，マオリによるマオリのための感染症対策に

向けた医療・保健専門家ネットワーク，「テ・ロープー・ファカカウパパ・

ウルター（Te Rōpū Whakakaupapa Urutā）」が結成されている［RNZウェ

ブサイト（18/３/2020）］。このネットワークは結成の意義を，次のように

説明した。「我々は，COVID-19パンデミックがマオリ，そして複数の抑圧

に直面するマオリ社会内の特定の集団に，与えるだろう不均衡な悪影響に

ついて，非常に懸念している。植民地化，植民地主義，人種差別，そして

北島と南島，世界中の先住民コミュニティからの証拠の多くは，パンデミ

ックやその他の危機において，精査されない政府の行動と『ひとつですべ

てに（one-size-fits-all）』アプローチが，既存の不平等を悪化させること

を教える。我々は，政府のあらゆる部署に対して，マオリのファーナウ，

ハプー，イウィの願望とニーズを満たすために，決断して至急リソースを

用意することを求める」［Te Rōpū Whakakaupapa Urutāウェブサイト］。

　本稿では，「テ・ロープー・ファカカウパパ・ウルター」の活動をこれ以

上追わないが，結成の意義の言葉からは，マオリが感染症を主流社会とは

異なって経験する（であろう）ことが示され，同時にそのためにマオリに

は特別な対策が必要であることが主張されていることがわかる。

３．タンギハンガの規制に対するマオリの対応

３-１　規制に対する反発

　『ニュージーランド　COVID-19　警戒レベル』に基づき，住民の社会生

活には多様な規制が課された。集会に関して言えば，「レベル１」の時点で

は規制はないが，「レベル２」では屋内集会は100人まで，屋外集会は500

人までと定められた。「レベル３」になると規制は一気に強まり，結婚式，

COVID-19 パンデミックへのマオリの対応に関する覚書
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葬式，そしてマオリの葬式タンギハンガを目的にする集会に限って，10人

まで認められると定められ，さらに「レベル４」ではいかなる集会も禁止

されることになった［NZ government COVID-19ウェブサイトb］。

　３月25日に「レベル４」が発令されたことを受けて，保健省は３月30日

に，「レベル４」におけるタンギハンガに関する公式ガイドラインを発表

し，改めて複数人が集まるタンギハンガの実質的な禁止を確認した［Te 

Puni Kōkiriウェブサイト］。加えて具体的に，遺族は葬儀社に連絡して遺体

をできるだけ迅速に埋葬もしくは火葬すること，葬儀場における儀礼や墓

地での埋葬に参加できるのは死者と同居していた家族のみであること，遺

体は地方を越えて移動してはならないことなどが指示された。

　さて，タンギハンガはマオリが伝統的に最も重要視する人生儀礼であり，

典型的には死者の所属するマラエ（marae 儀礼・集会場）において数日間

かけて行われ，数百人の参列者を迎えることもある。現代のニュージーラ

ンドでは，マオリ固有の文化が卓越する数少ない機会でもある。従って，

「レベル４」あるいは「レベル３」のもとではタンギハンガができないこと

に対して，早い段階からマオリから多くの憂慮の声があがったようだ。例

えば，マオリに人気のあるSNS，Facebook上では３月26日に「テ・マオリ・

ニュース」が「レベル４」下でのタンギハンガ規制について報じると，そ

れに対して900を超えるコメントが寄せられ，その多くはマオリとして憂

慮や動揺，悲しみや怒りを示すものであった［Facebookウェブサイト］。

　４月27日には「レベル３」に引き下げられたが，既に述べたように，集

会の規制に対しては大幅な緩和はなされず，参加者10人までのタンギハン

ガが可能になったに過ぎなかった。５月12日は「レベル２」に引き下げら

れたものの，上限10人という規制が実質的に維持されることになったた

め，次第にマオリの政府に対する反発は強まっていった。

　この点に関して，公衆衛生医師のエラナ・カーティス（Elana Curtis）は，

「レベル４の規制は厳格で非人道的であり，マオリの文化的慣行の重要性を

軽視していました」と述べ，さらに「タンギンハンガのガイドラインは，
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マオリは自分たち自身の文化的実践においてさえ管理される必要があるグ

ループだという見解に基づいていました。私たちが安全なことをするもの

とは，信頼されていないのです」と指摘している［NZ Heraldウェブサイ

ト（24/４/2020）a］。あるいは，北島南部に住むマオリ女性，イリハペテ

ィ・ロバーツ（Irihapeti Roberts）は，「レベル２下で家族に死者を悼ませ

よう」と銘打って，「制限を緩和し，家族が尊厳を持って愛する人と別れを

告げることができるように政府に圧力をかける」ことを目的に，インター

ネット上で署名収集キャンペーンを実施し，６月８日の時点で，30,500以

上の署名を収集した［RNZウェブサイト（12/５/2020）］。こういったマオ

リの反発もあって，政府は５月13日に，「レベル２」におけるタンギハンガ

および葬式の上限を，10人から50人に緩和するに至った［RNZウェブサイ

ト（13/５/2020）］。

３-２　新しい試み

　タンギハンガを執り行うことが実質的に困難な状況においては，遺体を

冷蔵保存しておき，状況が改善して『警戒レベル』が下がり規制が緩和さ

れてからタンギハンガを執り行うことを決めた遺族もいた［Te Ao Māori 

Newsウェブサイト（29/４/2020）］。他方で，インターネットの活用による

新しい動きもみられた。通常のタンギハンガでは，参列する親族のなかに，

儀礼の知識や段取りに精通し経験も豊かでマオリ語も流暢な者がおり，か

れらが主導して儀礼的プロセスを進めていく場合が多い。しかしながら，

規制のもとで参列者が極めて限定されているため，知識や経験がないごく

近しい家族だけで，故人を見送らなくてはならないようなケースが出てき

た。このような状況を鑑みて，北島中央部のイウィ，ンガーティ・ランギ

（Ngāti Rangi）は，成員のために，タンギハンガにおける慣習的な文言，お

祈り，賛美歌などを編集し，デジタル・リソースとして配布をしたという

［Te Ao Māori Newsウェブサイト（17/４/2020）］。

　あるいは，バブルの外にいる人びととの対面接触が避けられる中，ビデ

COVID-19 パンデミックへのマオリの対応に関する覚書
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オ・ミーティング・アプリ，とりわけZoomがマオリの間でも急速に普及し

たことを受けて［Te Ao Māori Newsウェブサイト（４/４/2020）］，オンラ

イン・タンギハンガが試みられる場合もあった。イースト・コースト地方

では，４月16日に葬儀社の主導のもとで，この地方では初めてのZoomによ

る，あるマオリ男性のオンライン・タンギハンガが執り行われたという。

国内各地のみならず海外からも画面越しに75人の親族が「参列」し，２時

間をかけて弔辞を述べるなどした。この新しいタンギハンガについて，故

人の妻は，「すばらしかったです。私たちはお互いを見ることができ，お互

いに話すことができました，大変幸せに感じています」と述べ，別の親族

は，「愛する人と一緒にいられない家族が，なおも会ってこの経験を共有す

ることを可能にしています。このことは私たちにとって非常に重要であり，

人々に自分の気持ちを表現する方法を与えてくれます」と述べた［Gisborne 

Heraldウェブサイト（18/４/2020）］。

　また，３月27日にタラナキ地方で息子を不慮の事故で亡くした両親は，

４月13日に新聞紙面上で息子の死に対する心情を述べる中で，次のように

オンライン・タンギハンガについて言及している。「COVID-19は，多くの

ファーナウや友人と共に行う正式なタンギハンガを行う能力を私たちから

奪いました。私たちの他のファーナウに，ホンギ（hongi 鼻と鼻を合わせ

る正式な挨拶：筆者補足）したり，握手したり，挨拶したり，ハグしたり

できないことは，とても辛いことでした。そこで，バーチャル・タンギハ

ンガを行いました。最後の夜，私たちはZoomのビデオ・カンファレンス機

能を使って，ポロポロアキ（poroporoaki 弔辞：筆者補足）を述べました。

およそ60人のファーナウや友人がログインし，弔辞を述べ，さよならを言

いました。私たちはそれぞれ自分のバブルにいながらにして，ファーナウ

や友人は私たちと共にありました。このことは心に残ることでしょう」

［Taranaki Daily Newsウェブサイト（13/４/2020）］。

　SNS上でも，特定の個人のオンライン・タンギハンガの開催を通知する

投稿があることが確認できた。近しい家族が執り行うタンギハンガについ
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ては，その情報がインターネット上で公開されないことも多いものと考え

ると，相当数の実施例があったものと推測される。

４　部族集団による領域管理という対応

４-１　検問所の設置

　事態が緊迫した３月下旬，マオリ固有のCOVID-19への対応として，タ

ンギハンガに関する新たな試み以上にメディアで報じられるようになった

のは，部族集団による自発的な検問所（checkpoint）の設置という出来事

であった。部族集団，なかでも都市から離れ，医療体制が十分ではなく，

慢性疾患の有病率が高い高齢者の割合が高いコミュニティを有するような

部族集団は，この非常事態に際して，当初から危機意識が高かった。そし

て「レベル４」のもとでは，移動は制限するように指示があったものの，

感染症をそのようなコミュニティに持ち込ませないためには，そういった

政府の対策は十分ではないとして，外からやってくる来訪者を管理するた

めに，検問所の設置に乗り出したのである。

　例えば，３月23日の段階で，北島東部のギズボーン地方に領域を有する

イウィ，ナーティ・ポロウ（Ngāti Porou）は，２日後に２つの町の入り口

となる道路に「この地方にやってくる人数を最小限にする」ために，検問

所を設置することを決めていた。そこに午前８時から午後６時までの間に

やってくる車両等を停止させ，身分証明書の提示を要求し，詳細情報を登

録するように依頼するとした。さらに住民やエッセンシャル・ワーカーで

はない来訪者が，検問所の説得にもかかわらず引き返さなかったような場

合には，かれらの情報が町中で共有される仕組みもつくったという

［Guardianウェブサイト（23/3/2020）］。

　同じ頃，ベイ・オブ・プレンティ地方およびイースト・コースト地方に

領域を有し，ナーティ・ポロウに隣接するイウィ，テ・ファーナウ・ア・

COVID-19 パンデミックへのマオリの対応に関する覚書



252

アパヌイ（Te Whānau a Apanui）もまた，数日後から来訪者を規制するた

めに，24時間体制の検問所を設置すると発表した。そのリーダーの一人，

リキランギ・ゲージ（Rikirangi Gage）は，来訪者の規制をラーフイ（rāhui 

「一時的閉鎖」）と称したうえで，「このラーフイは，コロナウイルスによる

リスクから，このコミュニティの高齢で脆弱な住民たちを守るために，熟

慮のうえの論理的な対応です。…中略…私たちにとってこれは，安全地帯

を作り，ウイルスの拡散を防止することなのです。…中略…私たちは多様

な機関や業界と協力して，これが現実に実施されるようにします」と述べ

ている［Ōpōtiki District Councilウェブサイト］。

　一方，北島北部のファー・ノース地方では，マオリ活動家で元国会議員

のホネ・ハラウィラ（Hone Harawira）が中心となって「タイ・トケラウ

境界警備隊（Tai Tokerau Border Control）」と称して，３月25日時点で既

に３か所の検問所を運営していた［NZ Heraldウェブサイト（25/３/2020）］。

ハラウィラは，政府の「レベル４」の発令を「弱すぎた，遅すぎた」と非

難し，設置の理由を次のように説明する。「タイ・トケラウ（Tai Tokerau 

北島北端部：筆者補足）は，先週国境を閉鎖する前に，何万人もの観光客

が入国することを許可してしまった政府に，苦しめられることになるでし

ょう。その内の何千人かは，調べられることも，テストされることも，14

日間自己隔離することも，我々を気にかけることもないままに，自由に北

にやってきてしまうのです」［Northern Advocateウェブサイト（25/３

/2020）］。

　部族集団による自発的な検問所の設置は，これらの地方以外でも全国で

広く起きていた。特に，遠隔地にもかかわらず外部からの来訪者が頻繁に

みられるような地域において，部族集団がリーダーシップと組織力，そし

て人的リソースを持つような場合には，対応が早かったように思われる。

そして多くのケースでは，警察や地方自治体は，実質的には部族集団の後

を追うかたちで，検問所の運営に加わったようである［Northern Advocate

ウェブサイト（25/３/2020）］。先にみたテ・ファーナウ・ア・アパヌイの
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検問所について，警察副長官ウォリー・ハウマタ（Wally Haumaha）は次

のように述べている。「私たちはみな，コミュニティで最も脆弱な人びとを

守る必要性という同じ目的から，このカウパパ（kaupapa　方針：筆者補

足）に辿り着きました。強いリーダーシップを握っているのは，テ・ファ

ーナウ・ア・アパヌイですが，我々は，イウィ，警察，地方自治体，その

他機関が協力するとどのようになるのか，そのモデルを作りたいと思って

います。我々の役割は，COVID-19に対するこの文化的対応を支援するこ

となのです」［Ōpōtiki District Councilウェブサイト］。

　この言葉からは，警察がマオリの固有の文化と認識に基づく対応を認め，

協力せざるを得なくなっている様子が垣間見られる。

４-２　ラーフイの設定

　各地の部族集団は，やはり感染症対策の観点から，検問所の設置に平行

して特定の地域においてラーフイを設定し，外部者の来訪や活動を禁止す

るという対応をとることもあった。

　ここで改めてラーフイについて簡単にまとめておきたい。ラーフイは制

限や禁止を意味する概念で，古来，特定の地域においてラーフイが設定さ

れると，それが解除されるまで，「その場所では１つもしくはそれ以上の資

源の利用が禁止」［Royal 2003: 70］されると理解されてきた。マックスウ

ェルとペネティトによればかつては，一時的閉鎖としてのラーフイは，そ

の場所に対する所有権の主張，その場所における死者発生後の世俗化，そ

の場所の資源回復，のいずれかを目的として，設定されてきた。しかしな

がら現代では，後者２つの目的と，宗教や儀礼上の要請を満たすという目

的がみられると指摘する［Maxwell and Penetito 2007］。ちなみに「レベル

４」の発令が決まったあたりから，政府は「自分のバブルに留まろう」と

いう標語を繰り返すようになり，それはマオリ語では「自分のラーフイに

留まろう（E noho ki tō rāhui）」と訳された。ここでのラーフイは，閉じら

れており侵犯されてはならない空間として，世帯を意味しているものと考
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えられる。

　さて３月から４月にかけて，部族集団が自らの領域内の観光地，行楽地

において，ラーフイを設定する事例が相次いだ。具体例を挙げるならば，

３月25日には，北島中央部のイウィ，ンガーティ・トゥーファレトア（Ngāti 

Tūwharetoa）が，ワイカト川の雄大な滝を中心とするフカ・フォール景観

保護区（Huka Falls Scenic Reserve）に対して，ラーフイを設定すること

を決定し，環境保全庁（Department of Concervation）に閉鎖の実施を指示

したという［Te Wai Māoriウェブサイトa］。さらにこのンガーティ・トゥ

ーファレトア（Ngāti Tūwharetoa）に帰属するハプー，ンガーティ・トゥ

テモフタ（Ngāti Tutemohuta）は，タウポ湖東岸ワイタハヌイの保護区や

公園，川や河口において，ラーフイを設定し，ウォーキング，サイクリン

グ，釣り，狩猟を規制した［Te Wai Māoriウェブサイトb］。

　あるいは４月９日には，やはり北島中央部のイウィ連合，テ・アラワ

（Te Arawa）のテ・アラワ湖信託局（Te Arawa Lake Trust）が，ロトルア

に所在する14の湖に対して，ラーフイを設定することを決定した。テ・ア

ラワ湖信託局（Te Arawa Lake Trust）の局長は，ロトルアとその湖がイー

スター休暇中に人気のある観光地，行楽地であることから，来訪者が増え

ることを恐れて，ラーフイを設定したと説明している［Te Arawaウェブサ

イト］。さらに４月27日に，北島中央部のイウィ連合，ワイカト-タイヌイ

（Waikato-Tainui）の最高首長トゥーヘイティア・パキ（Tūheitia Paki）は，

ワイカト川とその支流のワイパ川にラーフイを設定し，川における釣りや

娯楽活動の一切を禁じると発表した。この部族集団の広報担当者は，ラー

フイの設定はCOVID-19という危機への対応として，川を守ることを目的

としていると述べ，「実際に，私たちにとって河川はスピリチュアルなイン

スピレーションの源であり，河川もまた回復する時間が必要であるといい

うことを，人びとに知らせ，みなにわかってもらうということなのです」

と説明している［stuffウェブサイト（27/４/2020）］。

　いずれの場合も，検問所の設置と同様に，ラーフイを設定することで，
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外部からの感染者の流入を避けて，脆弱なコミュニティを守ることに主眼

があるものと思われる。加えて，ワイカトータイヌイの説明からは，ひと

のみならず自然環境そのものを感染症から遠ざけるような意図も感じられ

る点には，留意したい。

４-３　非マオリの批判

　部族集団による自発的な検問所の設置やラーフイの設定は，大半の住民

には好意的に受け取られたようだが，一部では物議をかもした。例えばフ

ァー・ノース地方の「タイ・トケラウ境界警備隊」が始動して数週間後の

４月半ば，国民党のマット・キング（Matt King）国会議員は，検問所を通

る住民は，マオリのやり方を威圧的で怖いと感じていると非難した。そし

て，「それらは違法な道路封鎖であり，全く合法的ではありません。…中略

…私たちはニュージーランドの法のもとで暮らしており，善意からだとし

ても自警団が独自の規則を作ることはできないのです」と述べ，警察がそ

れ ら の 検 問 所 を 管 理 す る 必 要 が あ る と 述 べ た［stuffウ ェ ブ サ イ ト

（18/4/2020）］。

　４月後半になると，国会でも，部族集団による検問所の設置と運営につ

いて，意見が交わされるようになった［stuffウェブサイト（21/4/2020）］。

最大野党の国民党がイウィ主導による検問所の合法性に疑問を付したこと

を受けて，アーダーン首相は，部族集団は法律の範囲内で行動しているも

のと信じていると答弁している［NZ Heraldウェブサイト（24/４/2020）b］。

また同じ頃，ニュージーランド警察は，「地域による検問所を推奨しない」

が，「脆弱なコミュニティのためのCOVID-19の検問所が，コミュニティ全

体の安全と福祉のために必要だと考えられる」場合には，検問所が運営さ

れ，その際には検問所は警察のガイドラインと慣行に従って，「地域住民と

共に地区警察によって運営」される，という見解を明らかにした［NZ Police

ウェブサイト］。実際に，各地の検問所には警察が加わり，「レベル４」の

間，部族集団と協力関係のもとで運営されるようになったようである。
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　検問所もさることながら，ラーフイについても，住民の間で困惑の声が

あったようである。北島中央部のハプー，ンガーティ・トゥテモフタがラ

ーフイを設定したワイタハヌイ周辺は，人気の釣りスポットを含んでいた。

そのため，ラーフイの決定は釣り人の間で動揺をもたらしたという。地域

住民には，このような規制が「人種間の調和（racial harmony）」を損なう

ものであると感じる者もいた。しかしながらラーフイの設定に合理性がな

いようにみえても，人びとは声をあげたがらないという指摘もあった［stuff

ウェブサイト（５/６/2020）］。

　さて，フリー・ジャーナリストのカール・ドゥ・フレーヌ（Karl du Fresne）

は，４月30日の「イウィの検問所は礼儀正しいかもしれないが，だからと

いって合法的になるわけではない」と題された記事で，検問所は「法の支

配に対する計算された挑戦」であると述べている。そして，政治家や警察，

大手メディアが，部族集団の検問所の合法性について十分に検討すること

を避けて，結果的に許容してきたことを批判している。そのうえで，検問

所のなかには，遠隔地にある脆弱なマオリ・コミュニティを感染症から守

るという目的だけでは説明できないものがあると指摘し，次のように主張

する。「コロナウイルス危機の煙幕の下で，（マオリの：筆者補足）活動家

たちは，分離主義者のアジェンダを大胆に推し進めている。かれらの目的

は，部族としての主権を意味する，「境界（borders）」を取り締まっている

という声明から，明確である。かれらがそのようなことをすることが許さ

れる時間が長ければ長いほど，この国を統治しているはずの法的に正当な

権威者が介入する際に，面倒なことになる」［stuffウェブサイト（30/４

/2020）］。同様の意見は，一部の非マオリを中心には強い共感を呼んだもの

と推測され，ブログ等でも散見された。

　さて，『警戒レベル』が「レベル３」さらには「レベル２」に下がると，

検問所は解体され，またラーフイも解除されていった。そして，インター

ネット上のニュース記事でも，この件に関する報道は少なくなっていた。
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５．おわりに

　以上，インターネット上のマスメディアによるニュース記事を情報源に，

2020年３月末以降の「レベル４」のロックダウン時に，COVID-19および

政府による対策に対して，先住民マオリがどのような対応をしてきたのか

を粗描した。

　第３章では，従来のタンギハンガが実質的に執り行えなくなるなかで，

政府による規制に対して反発するのみならず，ICTを駆使して柔軟に対応

し，新しいタンギハンガを創造し，固有の人生儀礼を存続させようとする

動きがあったことを紹介した。第４章では，部族集団とりわけイウィが，

自らの領域，具体的にはそこに住む住民や自然環境を守るために，境界線

や特定の地域に対して主体的な管理に乗り出したことを紹介した。前者の

事例は，基本的にはマオリ社会の内側の出来事であったが，後者の事例は，

非マオリにも影響が及ぶ。だからこそ，批判の声もあがったことは，見て

きた通りである。

　このようなCOVID-19パンデミック下におけるマオリの対応をめぐっ

て，南島のマオリ系企業で要職を務めるケレンサ・ジョンストン（Kerensa 

Johnston）は，「かれらは，集団の最善の利益になるように，部族集団（hapū）

が常に有してきた権威に従って，慣習的な司法権の範囲内で，自らのティ

カンガ（tikanga 正しいやり方：筆者補足）を適用しているに過ぎないので

ある」と述べ，批判の声に反論している［E-Tangataウェブサイト（19/４

/2020）］。あるいは，事態が落ち着いた５月に，Stuffというマスメディア

が，「COVID-19は何を変えたのか，５人のマオリ・リーダーの見解」と称

するインタビュー記事を掲載している。そのなかで，ロトルア地方の複数

の組織で要職を務める，メレペカ・ラウカワ-テイト（Merepeka Raukawa-

Tait）は，マオリ社会がイウィやハプーといった部族集団をはじめとして，

機動力が高い組織を既に備えていると指摘したうえで，それを全国に拡が

るインフラストラクチャーであると評し，部族集団による検問所の設置を
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賞賛した。また，次にこのような危機が訪れた際には，マオリはタンギハ

ンガをはじめとする文化的実践について，政府に指示されることを許さず，

自分たちで対応を決めると主張している。他方，経済界で複数の要職を務

めるトレイシー・ホウパパ（Traci Houpapa）は，COVID-19に対して部族

集団が素早く的確に対応したことを評価し，マオリのレジリエンスとリー

ダーシップが示されたと指摘する。そして，マオリ社会は，政府や産業界

とともに意思決定の過程に加わる準備が整っており，そうすべきであると

主張している［stuffウェブサイト（11/５/2020）］。

　以前筆者は，2011年に起きたクライストチャーチ地震に注目し，災害後

の被災者の避難や被災者への支援において，マオリの部族社会構造，マラ

エ，精神文化がいかに有効に機能したかを論じた［深山 2013］。2020年に

起きたCOVID-19パンデミックにおいても，感染症の拡大を予防し，不自

由な日常生活を生き抜く過程で，やはりマオリの社会や文化の固有性が機

能した側面は確かにあったように思われる。ただし，そのことに留まらな

い点に注意を向けたい。政府は「COVID-19を排除する」という大義のも

とで，『警戒レベル』に基づくいわば『ひとつですべてに』アプローチによ

り，基本的にはエスニックな差異は不問に付して，人びとに一律の規制を

課したわけである。このような対策に対してマオリは，反発や抵抗を明ら

かにするなかで，むしろ積極的に先住性を主張する機会を得ていたように

捉えられる。さらに，タンギハンガを変容させつつ存続させる柔軟性や，

部族集団の領域を自らの力で守ろうとする自律性には，非日常をも先住民

マオリとして生き抜こうとするかれらのたくましさが垣間見られたものと

考える。
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